
平
成
二
十
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日
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問
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号

地
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法
の
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格
条
項
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

提
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者
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地
方
公
務
員
法
の
欠
格
条
項
に
関
す
る
再
質
問
主
意
書

平
成
二
十
九
年
二
月
二
十
三
日
提
出
の
質
問
第
九
〇
号
に
対
す
る
三
月
三
日
の
答
弁
書
に
お
い
て
、
「
地
方
公
務
員
は
、
全

体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
す
る
も
の
で
あ
り
、
一
定
の
状
況
に
あ
る
者
に
つ
い
て
は
、
職
員
た
る
資
格

を
認
め
な
い
こ
と
が
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
民
主
的
か
つ
能
率
的
な
運
営
の
観
点
か
ら
合
理
的
で
あ
る
と
考
え
ら
れ
る
…
」

か
ら
、
成
年
被
後
見
人
お
よ
び
被
保
佐
人
に
つ
い
て
欠
格
条
項
が
定
め
ら
れ
て
い
る
と
さ
れ
て
い
る
。

一

成
年
後
見
制
度
と
は
、
判
断
能
力
が
十
分
で
な
い
人
の
保
護
を
図
り
つ
つ
、
自
己
決
定
権
の
尊
重
、
残
存
能
力
の
活
用
、

ノ
ー
マ
ラ
イ
ゼ
ー
シ
ョ
ン
の
理
念
を
趣
旨
と
す
る
も
の
で
あ
っ
て
、
ま
さ
に
判
断
能
力
の
不
十
分
な
人
で
あ
っ
て
も
成
年
後

見
制
度
を
利
用
し
て
、
「
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
公
共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
」
す
る
こ
と
を
支
援
す
る
も
の
で
あ
る
と
考

え
る
。
そ
れ
に
も
か
か
わ
ら
ず
、
成
年
被
後
見
人
等
で
あ
る
こ
と
を
も
っ
て
、
地
方
公
務
員
と
し
て
の
職
務
が
で
き
な
い
と

決
め
つ
け
る
こ
と
は
、
非
民
主
的
か
つ
差
別
的
考
え
方
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

二

地
方
自
治
体
が
、
成
年
被
後
見
人
等
で
あ
っ
て
も
勤
務
可
能
な
環
境
を
整
え
る
こ
と
が
地
方
自
治
体
に
課
せ
ら
れ
た
「
差

別
の
禁
止
」
「
合
理
的
配
慮
の
提
供
」
と
言
え
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

三

地
方
公
務
員
法
第
十
六
条
の
欠
格
条
項
を
認
め
る
こ
と
に
な
る
「
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
民
主
的
か
つ
能
率
的
な
運
営

一



の
観
点
」
と
は
ど
の
よ
う
な
意
味
か
。

四

こ
の
よ
う
に
決
め
つ
け
る
な
ら
ば
、
公
職
選
挙
法
は
な
ぜ
成
年
被
後
見
人
で
あ
っ
て
も
投
票
で
き
る
と
改
正
さ
れ
た
の

か
。
矛
盾
す
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

五

自
治
体
の
条
例
に
よ
っ
て
、
こ
の
欠
格
条
項
を
除
外
す
る
こ
と
が
で
き
る
と
い
う
こ
と
自
体
「
全
体
の
奉
仕
者
と
し
て
公

共
の
利
益
の
た
め
に
勤
務
す
る
こ
と
」
と
「
地
方
公
共
団
体
の
行
政
の
民
主
的
か
つ
能
率
的
な
運
営
」
を
両
立
さ
せ
る
こ
と

が
で
き
う
る
こ
と
を
意
味
し
て
い
る
の
で
は
な
い
か
。
政
府
の
見
解
を
示
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


